
   北本市実費徴収に係る補足給付事業実施要綱  

 

令和元年１０月１日市長決裁  

 

 （趣旨）  

第 1 条  この要綱は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６

５号。以下「法」という。）第５９条第３ 号に規定する事業の実

施に関して必要な事項を定める 。  

 （定義）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 使 用 す る 用 語 の 意 義 は 、 法 に お い て 使

用する用語の例による。  

２  特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 等  法 第 ２ ７ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 特 定 教

育・保育、法第２８条第１項第２号に規定する特別利用保育若し

く は 同 項 第 ３ 号 に 規 定 す る 特 別 利 用 教 育 、 法 第 ２ ９ 条 第 １ 項 に

規 定 す る 特 定 地 域 型 保 育 又 は 法 第 ３ ０ 条 第 １ 項 第 ４ 号 に 規 定 す

る特例保育を提供する施設をいう。  

３  特 定 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 施 設  法 第 ７ 条 第 １ ０ 項 第 １ 号 及 び

第２号に規定する施設をいう。  

 （給付対象者）  

第 ３ 条  こ の 事 業 の 対 象 と な る 者 （ 以 下 「 給 付 対 象 者 」 と い う 。）

は、市内に住所を有する 者で次に掲げるものとする。  

 ⑴  教育・保育給付認定保護者のうち 、生活保護法（昭和２５年

法律第１４４号）による被保護世帯（単給世帯を含む）及び中

国 残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残

留 邦 人 等 及 び 特 定 配 偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６

年 法 律 第 ３ ０ 号 ） に よ る 支 援 給 付 受 給 世 帯 の 者 並 び に 収 入 そ

の他の状況を勘案し、これらに準ずると市長が認める者  

 ⑵  特 定 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 施 設 を 利 用 す る 施 設 等 利 用 給 付 認

定 保 護 者 の う ち 、 次 の ア 若 し く は ウ に 該 当 す る 者 又 は イ に 掲

げる施設等利用給付認定子どもがいる者  

  ア  施 設 等 利 用 給 付 認 定 保 護 者 及 び 当 該 施 設 等 利 用 給 付 認 定

保 護 者 と 同 一 の 世 帯 に 属 す る 者 に 係 る 市 町 村 民 税 所 得 割 額

合算額（子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政令 第２

１３号。以下「令」という。）第４条第２項第２号に規定す

る市町村民税所得割 合算額をいう。）が７７，１０１円未満

である者  

  イ  令 第 １ ３ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 負 担 額 算 定 基 準 子 ど も 又 は

小学校第３学年修了前子ども（小学校、義務教育学校の前期



課 程 又 は 特 別 支 援 学 校 の 小 学 部 の 第 １ 学 年 か ら 第 ３ 学 年 ま

でに在籍する子どもをいう。）が同一の世帯に ３ 人以上いる

場 合 の 負 担 額 算 定 基 準 子 ど も 又 は 小 学 校 第 ３ 学 年 修 了 前 子

ど も （ そ の う ち 最 年 長 者 及 び ２ 番 目 の 年 長 者 で あ る 者 を 除

く。）である者  

  ウ  令 第 １ ５ 条 の ３ 第 ２ 項 に 規 定 す る 市 町 村 民 税 を 課 さ れ な

いものに準ずる者  

 （給付対象実費徴収額及び給付限度額）  

第 ４ 条  給 付 の 対 象 と な る 実 費 徴 収 額 及 び 給 付 の 限 度 額 は 、 次 の

各 号 に 掲 げ る 費 用 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 号 に 定 め る と お り

とする。  

⑴   特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型

保育 又 は 特例 保 育 を 受 け た場 合 に お け る 日用 品 、文 房 具 の 購

入に要する費用、行事への参加に要する費用 その他の教育・保

育において提供される便宜に要する費用のうち、教育・保育施

設の 利 用に お い て通 常 必要 と さ れる も のに 係 る 費用 で あっ て 、

教育 ・ 保 育給 付 認定 保 護 者に 負 担さ せ る こと が 適当 と 認 め ら

れる 費 用 （ 以 下 「日 用 品・ 文 房 具等 に 要す る 費 用」 と いう。） 

月額２，５００円  

 ⑵  特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該施設等

利 用 給 付 認 定 保 護 者 が 払 う べ き 食 事 の 提 供 に か か る 費 用 （ 以

下「副食材料費に要する費用」という。）  月額  ４，５００

円  

 （給付申請）  

第 ５ 条  給 付 費 を 受 け よ う と す る 給 付 対 象 者 は 、 補 足 給 付 費 交 付

申請書により申請するものとする。  

 （代理請求）  

第６条  特定教育・保育施設等 又は特定子ども・子育て支援提供者

は、給付対象者から同意を得た上で、当該給付対象者に代わって

前 条 の 申 請 に 係 る 給 付 費 の 交 付 を 請 求 す る こ と が で き る 。 こ の

場合において、特定教育・保育施設等 にあっては委任状及び実費

徴収額証明書、特定子ども・子育て支援提供者にあっては免除実

績報告書を提出 しなければならない。  

 （給付決定及び給付方法）  

第７条  市長は、第５条の規定による申請を受けたときは、その内

容を審査し、適当と認めたときは給付金を決定し、速やかに 給付

対象者に支払うものとする。  

２  前項の規定は、前条の請求があった場合について 準用する。こ



の場合において、前項中「第５条の規定による申請」とあるのは

「前条の規定による請求」と、「給付対象者」とあるのは「特定

教育・保育施設等又は特定子ども・子育て支援提供者」と読み替

えるものとする。  

 （給付金に関する調査 ）  

第 ８ 条  市 長 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 給 付 対 象 者 又 は 特 定

教育・保育施設等 若しくは特定子ども・子育て支援提供者 に対し、

事業の実施に関し必要な事項について、報告を求め、又は実地に

調査を行うことができる。  

 （給付金の返還）  

第 ９ 条  市 長 は 、 給 付 費 の 給 付 を 受 け た 者 が 偽 り そ の 他 不 正 の 手

段により給付費 の給付を受けたときは、給付決定を取り消し、そ

の者から給付費 の一部または全部を返還させることができる。  

 （その他）  

第１０条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別

に定める。  

 

   附  則  

この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。  


